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○
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
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東
京
都
公
安
委
員
会
）…	

一

条
　
　
　
例

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
七
七
号
）

一　

手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年

法
律
第
三
二
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、
特
定
免
許
情
報
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
の
記
録
等
に
係

る
手
数
料
の
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

　

（
例
）
特
定
免
許
情
報
記
録
手
数
料
（
新
設
）　

一
、
五
五
〇
円

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
四
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
七
十
七
号

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

警
視
庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一　

一
の
項
�
の
二
中
「
ロ
、
法
」
を
「
ロ
、
」
に
、
「
又
は
法
」
を
「
又
は
」
に
、
「
千

四
百
五
十
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
、
「
千
二
百
円
」
を
「
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
�
及
び
�

の
二
中
「
第
百
四
条
の
四
第
六
項
」
を
「
第
百
五
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
千
百
円
」
を
「
千
百
五
十

円
」
に
改
め
、
同
項
�
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

�	

の
三　

法
第

百
五
条
の
二

第
四
項
の
規

定
に
基
づ
く

運
転
経
歴
情

報
の
記
録

運
転
経
歴
情
報
記
録
手
数
料

九
百
円
（
運
転
経

歴
証
明
書
の
交
付

又
は
再
交
付
を
伴

う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
百
円
）

記
録
申
請
の
と
き
。

別
表
第
一　

一
の
項
�
中
「
六
千
四
百
五
十
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
、
「
二
千
九
百
円
」
を

「
二
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
㈠
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同

項
㈡
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
㈢
中
「
四
百
円
」
を
「
六
百
円
」
に
改
め
、

同
項
㈣
及
び
㈤
を
削
る
。

別
表
第
二　

一
の
部
一
の
項
中
「
千
五
百
五
十
円

」
を
「
千
六
百
五
十
円

」
に
、
「
千
九
百

円
（
道
路
交
通
法
施
行
令
」
を
「
千
九
百
五
十
円
（
道
路
交
通
法
施
行
令
」
に
、
「
「
免
許
証
」
と
い

う
。
）
の
更
新
」
を
「
こ
の
表
に
お
い
て
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
免
許
情
報
記
録
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
免
許
証
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
有
効
期
間
の
更
新
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
免
許

証
等
の
更
新
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
、
八
百
円
」
を
「
、
七
百
五
十
円
」
に
、

「
四
千
百
円
（
法
第
九
十
七

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試

験
を
公
安
委
員
会
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使
用
し
て 　

　

「
三
千
九
百
円
（
法
第
九
十

七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う

試
験
（
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
技
能
試
験
」
と
い
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を
「
二
千
五
十
円
」
に
、
「
四
千
四
百
円
」
を
「
五
千
五
十
円
」
に
、
「
千
七
百
五
十
円
」
を
「
千
九

百
五
十
円
」
に
、
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
七
百
五
十
円
」
に
、
「
千
六
百
五
十
円
」
を
「
千

八
百
円
」
に
、
「
三
千
百
円
」
を
「
三
千
五
百
五
十
円
」
に
、
「
千
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同

部
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三	　

法
第
九
十

二
条
第
一
項

又
は
第
九
十

五
条
の
二
第

十
一
項
の
規

定
に
よ
る
免

許
証
の
交
付

を
受
け
よ
う

と
す
る
者

免
許
証

交
付
手

数
料

第
一
種
運
転

免
許
又
は
第

二
種
運
転
免

許
に
係
る
免

許
証

法
第
九
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
交
付
を
受
け
る

場
合

二
千
三
百
五
十
円

（
政
令
第
三
十
三

条
の
六
の
二
第
六

号
に
掲
げ
る
や
む

を
得
な
い
理
由
の

た
め
免
許
証
等
の

更
新
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ

た
者
で
あ
っ
て
、

法
第
九
十
七
条
の

二
第
一
項
第
三
号

に
該
当
し
て
同
項

の
規
定
の
適
用
を

受
け
た
も
の
（
以

下
こ
の
表
に
お
い

て
「
特
定
試
験
免

除
者
」
と
い

う
。
）
に
対
す
る

交
付
に
あ
っ
て
は
、

二
千
百
円
）
（
日

を
同
じ
く
し
て
第

一
種
運
転
免
許
又

は
第
二
種
運
転
免

許
の
う
ち
二
以
上

の
種
類
の
免
許
を

受
け
る
者
（
以
下

こ
の
表
に
お
い
て

「
複
数
免
許
取
得

者
」
と
い
う
。
）

に
対
す
る
交
付
に

あ
っ
て
は
、
二
千

百
五
十
円
（
特
定

試
験
免
除
者
に
対

す
る
交
付
に
あ
っ

交
付
申

請
の
と

き
。

　

受
け
る
場
合
に
あ
っ
て	

は
、
六
千
六
百
円
）

千
七
百
五
十
円

」
を　

う
。
）
を
東
京
都
公
安
委

員
会
（
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
公
安
委
員
会
」
と

い
う
。
）
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て
受
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
千

九
百
円
）

千
九
百
円

」
に
、
「
千
九
百
円
（
政
令
」
を	

「
千
九
百
五
十
円
（
政
令
」
に
、
「
免
許
証
の
更
新
」
を
「
免
許
証
等
の
更
新
」
に
、

「
二
千
五
百
五
十
円
（
法
第

九
十
七
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

行
う
試
験
を
公
安
委
員
会

が
提
供
す
る
自
動
車
を
使

用
し
て
受
け
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三
千
三
百
五
十

円
）

千
七
百
五
十
円

」
を

「
二
千
五
百
円
（
技
能
試
験

を
公
安
委
員
会
が
提
供
す

る
自
動
車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三
千
三
百
円
）

千
八
百
五
十
円

」
に
、
「
二
千
六
百
円
（
法
第
九	

十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
」
を
「
二
千
八
百
円
（
技
能
試
験
」
に
、

「
四
千
五
十
円
」
を
「
四
千
五
百
五
十
円
」
に
、
「
千
五
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
、
「
千
七
百

円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
、
「
四
千
八
百
円
（
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
試
験
」
を
「
四
千
五
百
円
（
技
能
試
験
」
に
、
「
七
千
六
百
五
十
円
」
を
「
七
千
四
百
五
十

円
」
に
、
「
二
千
九
百
円
（
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
」
を

「
二
千
九
百
五
十
円
（
技
能
試
験
」
に
、
「
四
千
三
百
五
十
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
部

一
の
二
の
項
中
「
大
型
自
動
車
仮
免
許
、
中
型
自
動
車
仮
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
仮
免
許
」
を
「
大

型
自
動
車
仮
運
転
免
許
、
中
型
自
動
車
仮
運
転
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
仮
運
転
免
許
」
に
、
「
三
千

九
百
円
」
を
「
三
千
九
百
五
十
円
」
に
、
「
六
千
四
百
円
」
を
「
六
千
九
百
五
十
円
」
に
、
「
普
通
自

動
車
仮
免
許
」
を
「
普
通
自
動
車
仮
運
転
免
許
」
に
、
「
三
千
七
百
五
十
円
」
を
「
三
千
八
百
五
十

円
」
に
、
「
四
千
五
百
五
十
円
」
を
「
四
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
部
二
の
項
中
「
千
九
百
円
」
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て
は
、
千
九
百

円
）
に
、
与
え
る

免
許
一
種
類
ご
と

に
二
百
円
を
加
え

た
額
）

法
第
九
十
五
条
の

二
第
十
一
項
の
規

定
に
よ
る
交
付
を

受
け
る
場
合

二
千
五
百
五
十
円

仮
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証

千
百
円

別
表
第
二　

一
の
部
四
の
項
中
「
二
千
二
百
五
十
円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
、
「
千
百
五
十
円
」

を
「
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四	

の
二　

法
第

九
十
五
条
の

二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る

特
定
免
許
情

報
の
記
録
又

は
法
第
九
十

五
条
の
三
の

規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て

適
用
す
る
法

第
九
十
二
条

第
二
項
の
規

定
若
し
く
は

法
第
百
六
条

の
四
第
二
項

の
規
定
に
よ

る
免
許
情
報

記
録
の
書
換

え
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

（
政
令
第
四

十
三
条
第
四

項
第
一
号
及

特
定
免

許
情
報

記
録
手

数
料

特
定
免
許
情

報
の
記
録

法
第
九
十
五
条
の

二
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
を
す

る
場
合

千
五
百
五
十
円

（
特
定
試
験
免
除

者
に
係
る
記
録
に

あ
っ
て
は
、
千
三

百
五
十
円
）
（
複

数
免
許
取
得
者
に

係
る
記
録
に
あ
っ

て
は
、
千
三
百
五

十
円
（
特
定
試
験

免
除
者
に
係
る
記

録
に
あ
っ
て
は
、

千
百
五
十
円
）
に
、

与
え
る
免
許
一
種

類
ご
と
に
二
百
円

を
加
え
た
額
）

記
録
又

は
書
換

え
の
申

請
の
と

き
。

法
第
百
一
条
の
四

の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
申
出

（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
更
新
時

不
交
付
申
出
」
と

い
う
。
）
を
す
る

場
合

八
百
円

び
第
二
号
に

掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

法
第
九
十
五
条
の

二
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
及
び

更
新
時
不
交
付
申

出
の
い
ず
れ
を
も

し
な
い
場
合

千
五
百
円
（
法
第

九
十
二
条
第
一
項
、

第
九
十
五
条
の
二

第
十
一
項
若
し
く

は
第
百
一
条
の
四

の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
免
許
証

（
仮
運
転
免
許
に

係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
交
付
又

は
法
第
九
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に

よ
る
免
許
証
（
仮

運
転
免
許
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）

の
再
交
付
と
同
時

に
記
録
を
受
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、

百
円
）

免
許
情
報
記
録
の
書
換
え

千
五
百
五
十
円

（
免
許
証
（
仮
運

転
免
許
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
及

び
法
第
九
十
五
条

の
二
第
四
項
に
規

定
す
る
免
許
情
報

記
録
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
有
す
る
者

（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
免
許
証	

・
免
許
情
報
記
録

個
人
番
号
カ
ー
ド

保
有
者
」
と
い

う
。
）
に
係
る
書

換
え
に
あ
っ
て
は
、

百
円
）
（
複
数
免

許
取
得
者
（
免
許

証
・
免
許
情
報
記

録
個
人
番
号
カ
ー

ド
保
有
者
を
除
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く
。
）
に
係
る
書

換
え
に
あ
っ
て
は
、

千
三
百
五
十
円
に

与
え
る
免
許
一
種

類
ご
と
に
二
百
円

を
加
え
た
額
）

別
表
第
二　

一
の
部
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五	　

法
第
百
一

条
第
一
項
、

第
百
一
条
の

二
第
一
項
又

は
第
百
一
条

の
二
の
二
第

一
項
の
規
定

に
よ
る
免
許

証
等
の
更
新

を
受
け
よ
う

と
す
る
者

免
許
証

等
更
新

手
数
料

免
許
証
の
有

効
期
間
の
更

新
（
同
時
に

免
許
情
報
記

録
の
有
効
期

間
の
更
新
を

受
け
る
場
合

を
除
く
。
）

法
第
百
一
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
経
由
地

公
安
委
員
会
を
経

由
し
て
行
う
更
新

申
請
書
の
提
出

（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
経
由
申

請
」
と
い
う
。
）

を
す
る
場
合

二
千
七
百
五
十
円

更
新
申

請
の
と

き
。

更
新
時
不
交
付
申

出
を
す
る
場
合

（
経
由
申
請
を
す

る
場
合
を
除

く
。
）

千
三
百
円

経
由
申
請
及
び
更

新
時
不
交
付
申
出

の
い
ず
れ
を
も
し

な
い
場
合

二
千
八
百
五
十
円

免
許
情
報
記

録
の
有
効
期

間
の
更
新

経
由
申
請
を
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、

法
第
百
一
条
の
二

千
円

（
同
時
に
免

許
証
の
有
効

期
間
の
更
新

を
受
け
る
場

合

を

除

く
。
）

の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
申
出

（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
経
由
地

書
換
申
出
」
と
い

う
。
）
を
す
る
と

き
。

経
由
申
請
を
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、

経
由
地
書
換
申
出

を
し
な
い
と
き
。

千
九
百
五
十
円

経
由
申
請
を
し
な

い
場
合

二
千
百
円

免
許
証
の
有

効
期
間
の
更

新
及
び
免
許

情
報
記
録
の

有
効
期
間
の

更
新

経
由
申
請
を
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、

経
由
地
書
換
申
出

を
す
る
と
き
。

二
千
五
百
円

経
由
申
請
を
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、

経
由
地
書
換
申
出

を
し
な
い
と
き
。

二
千
八
百
五
十
円

経
由
申
請
を
し
な

い
場
合

二
千
九
百
五
十
円

別
表
第
二　

一
の
部
五
の
二
の
項
中
「
免
許
証
の
更
新
」
を
「
免
許
証
等
の
更
新
」
に
、

「

五
百
五
十
円

」
を

「
経
由
地
書
換
申
出
を
す
る

場
合

千
七
百
円

経
由
地
書
換
申
出
を
し
な

い
場
合

七
百
五
十
円

」
に
改
め
、
同
部
五
の
四
の
項
中
「
又
は	

	
法
」
を
「
又
は
」
に
、
「
三
千
五
百
五
十
円
」
を
「
三
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
部
六
の
項
中

「
又
は
法
」
を
「
又
は
」
に
、
「
千
四
百
円
」
を
「
千
三
百
五
十
円
」
に
、
「
二
千
八
百
五
十
円
」
を

「
三
千
百
円
」
に
改
め
、
同
部
八
の
項
中
「
二
万
三
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
千
七
百
五
十
円
」
に
、

「
一
万
九
千
五
百
円
」
を
「
一
万
九
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
四
千
七
百
円
」
を
「
一
万
四
千
四
百
五
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十
円
」
に
、
「
二
万
一
千
五
百
円
」
を
「
二
万
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
部
十
の
項
中
「
一
万
四
千

五
百
五
十
円
」
を
「
一
万
五
千
百
円
」
に
、
「
一
万
一
千
八
百
五
十
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、

「
九
千
六
百
五
十
円
」
を
「
九
千
九
百
五
十
円
」
に
、
「
一
万
二
千
四
百
五
十
円
」
を
「
一
万
二
千
八

百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
部
十
一
の
項
中
「
二
千
三
百
五
十
円
」
を
「
二
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、	

同
部
十
二
の
項
中

「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
七

百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二

千
三
百
五
十
円

」
を

「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
八

百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二

千
四
百
円

」
に
、
「
四
千	

四
百
五
十
円
」
を
「
四
千
六
百
五
十
円
」
に
、
「
三
千
五
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
、
「
二
千
八

百
円
」
を
「
三
千
五
十
円
」
に
、
「
四
千
百
五
十
円
」
を
「
四
千
三
百
円
」
に
、
「
四
千
円
」
を
「
四

千
二
百
円
」
に
、
「
に
つ
い
て
千
五
百
円
」
を
「
に
つ
い
て
千
七
百
五
十
円
」
に
、
「
三
千
百
円
」
を	

「
三
千
二
百
円
」
に
、

「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
千

四
百
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
七

百
五
十
円

」
を

「
講
習
一
時
間
に
つ
い
て
千

八
百
五
十
円

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
九

百
円

」
に
、	

「
二
千
百
五
十
円
」
を
「
二
千
三
百
円
」
に
、
「
二
千
五
十
円
」
を
「
二
千
百
五
十
円
」
に
、
「
二
千

七
百
円
」
を
「
二
千
八
百
五
十
円
」
に
、
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
、
「
二
千
四

百
五
十
円
」
を
「
二
千
五
百
五
十
円
」
に
、

「
法
第
九
十
二
条
の
二

第
一
項
の
表
備
考
一

２
に
規
定
す
る
優
良

運
転
者
に
対
す
る
講

習

五
百
円

　

法
第
九
十
二
条
の
二

第
一
項
の
表
備
考
一

３
に
規
定
す
る
一
般

運
転
者
に
対
す
る
講

習

八
百
円

法
第
九
十
二
条
の
二

第
一
項
の
表
備
考
一

４
に
規
定
す
る
違
反

運
転
者
等
に
対
す
る

講
習

千
三
百
五
十
円
（
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定

め
る
政
令
第
三
十
三
条

の
七
第
二
項
の
基
準
に

該
当
し
な
い
者
に
対
す

る
講
習
に
あ
っ
て
は
、

八
百
円
）

」
を

「
法
第
九
十
五
条
の
六

第
一
項
の
表
備
考
一

五
百
円
（
公
安
委
員
会

の
使
用
に
係
る
電
子
計
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ロ
に
規
定
す
る
優
良

運
転
者
に
対
す
る
講

習

算
機
（
入
出
力
装
置
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
講

習
を
受
け
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
る
講
習
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
オ
ン

ラ
イ
ン
講
習
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

二
百
円
）

法
第
九
十
五
条
の
六

第
一
項
の
表
備
考
一

ハ
に
規
定
す
る
一
般

運
転
者
に
対
す
る
講

習

八
百
円
（
オ
ン
ラ
イ
ン

講
習
に
あ
っ
て
は
、
二

百
円
）

法
第
九
十
五
条
の
六

第
一
項
の
表
備
考
一

ニ
に
規
定
す
る
違
反

運
転
者
等
の
う
ち
特

定
基
準
不
該
当
者

（
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
政
令

第
三
十
三
条
の
七
第

二
項
の
基
準
に
該
当

し
な
い
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
な
い

も
の
に
対
す
る
講
習

千
四
百
円

法
第
九
十
五
条
の
六

第
一
項
の
表
備
考
一

ニ
に
規
定
す
る
違
反

運
転
者
等
の
う
ち
特

定
基
準
不
該
当
者
で

あ
る
も
の
に
対
す
る

講
習

八
百
円
（
オ
ン
ラ
イ
ン

講
習
に
あ
っ
て
は
、
二

百
円
）

」
に
、
「
六
千
四
百
五
十
円
」
を
「
六
千
六
百 	

円
」
に
、
「
二
千
九
百
円
」
を
「
二
千
九
百
五
十
円
」
に
、

「
法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
三
号
に
掲

げ
る
講
習

一
万
二
千
五
百
円
（
当
該
講
習

が
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
三

十
八
条
第
十
三
項
第
二
号
の
表

第
一
号
に
掲
げ
る
講
習
方
法
に

係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
九
千
五
十
円
）

」
を

「
法
第
百

八
条
の

二
第
一

項
第
十

三
号
に

掲
げ
る

講
習

自
動
車
等

（
こ
れ
に

準
ず
る
も

の
と
し
て

国
家
公
安

委
員
会
規

則
で
定
め

る
装
置
を

含
む
。
）

を
使
用
す

る
指
導

（
以
下
こ

の
表
に
お

一
万
二
千
九
百
円

　

に
、
「
二
千
二
百
五
十
円
」
を
「
二
千



7 令和6年12月25日（水曜日） （増刊　86）東　京　都　公　報
　

い
て
「
実

車
等
指

導
」
と
い

う
。
）
を

含
む
講
習

実
車
等
指

導
を
含
ま

な
い
講
習

九
千
三
百
五
十
円

」

六
百
円
」
に
、

「
法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
五
号
又
は

第
十
六
号
に
掲
げ
る

講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二
千
円

」
を

「
法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
五
号
に
掲

げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二
千
百

円

法
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
六
号
に
掲

げ
る
講
習

講
習
一
時
間
に
つ
い
て
二
千
五

十
円

」
に
改
め
、
同
部
十
三
の
項
中
「
九
百 	

円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
、
同
部
備
考
二
の
表
一
の
項
中
「
四
千
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
、
「
三

千
五
百
五
十
円
」
を
「
三
千
六
百
五
十
円
」
に
、
「
千
二
百
五
十
円
」
を
「
千
二
百
円

」
に
、

「
四
千
二
百
五
十
円
」
を
「
四
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
六
千
七
百
円
」
を
「
六

千
三
百
五
十
円
」
に
、
「
六
千
百
円
」
を
「
六
千
二
百
五
十
円
」
に
、
「
二
千
百
円
」
を
「
千
九
百

円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
二
千
三
百
五
十

円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
、
「
千
九
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
、
「
二
千
六
百
五
十
円
」
を

「
二
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
二
千
円
」
に
、
「
二
千
五
百

五
十
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
、
「
三
千
七
百
円
」
を
「
三
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
七
の

項
中
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
イ
中
「
二
千
三
百
五
十
円
」
を

「
二
千
九
百
五
十
円
」
に
、
「
千
百
円
」
を
「
千
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
ロ
中
「
五
百

円
」
を
「
五
百
五
十
円
」
に
、
「
三
百
円
」
を
「
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
部
備
考
三
の
表
一
の
項

中
「
四
千
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
、
「
三
千
五
百
五
十
円
」
を
「
三
千
六
百
五
十
円
」
に
、

「
千
二
百
五
十
円

」
を
「
千
二
百
円

」
に
、
「
四
千
二
百
五
十
円
」
を
「
四
千
四
百
五
十

円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
及
び
五
の

項
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
五

十
円
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
イ

中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
三
千
円
」
に
、
「
九
百
円
」
を
「
九
百
五
十
円
」
に
、
「
千
百
円
」
を
「
千

三
百
五
十
円
」
に
、
「
二
千
八
百
五
十
円
」
を
「
二
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
ロ
中
「
百

五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
」
を
「
二
百
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
」
に
、
「
百
五
十
円
を
減
ず

る
」
を
「
五
十
円
を
減
ず
る
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一　

二
の
項
の
改
正

規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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